
JP 4711086 B2 2011.6.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　必要な電子メールと、不要な迷惑メールとを判定する迷惑メール判定装置において、
　受信した電子メールを受信メールとして記憶する受信メール記憶部と、
　送信した電子メールの送信先アドレスを蓄積するアドレス蓄積部と、
　受信者が仕事上の初対面の人に手渡す名刺に記載された情報を示す名刺情報が許可情報
として設定された許可情報管理部と、
　前記受信メールの送信元アドレスが、前記アドレス蓄積部に蓄積された送信先アドレス
に含まれていないときに、前記名刺情報を要求する文言が本文中に記載された返信メール
を、前記送信元アドレスへ送信し、前記返信メールに対する応答メールに前記名刺情報が
含まれていれば、前記応答メールの送信元アドレスを前記アドレス蓄積部に許可アドレス
として蓄積すると共に、前記受信メールを必要な電子メールと判定し、前記応答メールに
、前記名刺情報が含まれていないときに不要な迷惑メールと判定する電子メール処理部と
を備えたことを特徴とする迷惑メール判定装置。
【請求項２】
　前記電子メール処理部は、前記受信メール記憶部に記憶された受信メールに対して前記
許可情報の有無の判定をする前に、前記受信メールの送信元アドレスが、前記アドレス蓄
積部に蓄積された送信先アドレスに含まれていれば、前記受信メールを前記必要な電子メ
ールとして判定することを特徴とする請求項１記載の迷惑メール判定装置。
【請求項３】



(2) JP 4711086 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

　受信者が仕事上の初対面の人に手渡す名刺に記載された情報を示す名刺情報を許可情報
として設定する設定ステップと、
　電子メールを送信したときに、送信した電子メールの送信先アドレスを蓄積するアドレ
ス蓄積ステップと、
　送信者からの電子メールを受信して受信メールとして記憶する受信ステップと、
　前記受信メールの送信元アドレスを、前記アドレス蓄積ステップで蓄積した送信先アド
レスと比較するアドレス検査ステップと、
　前記アドレス検査ステップで蓄積された送信先アドレスに前記送信元アドレスが含まれ
ていないと判定されたときに、前記許可情報を要求する旨の返信メールを送信する返信ス
テップと、
　前記返信メールに対する応答メールに、前記設定ステップで設定された名刺情報が前記
受信メールに含まれているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップで前記名刺情報が含まれていれば、前記応答メールの送信元アドレス
を許可アドレスとして蓄積する共に、前記受信メールを必要な電子メールと判定し、前記
応答メールに、前記名刺情報が含まれていないと判定されたときに、不要な迷惑メールと
判定するステップとを含むことを特徴とする迷惑メール判定方法。
【請求項４】
　前記アドレス検査ステップで蓄積された送信先アドレスに前記送信元アドレスが含まれ
ていると判定されたときに、前記受信メールを前記必要な電子メールとして判定するステ
ップを含むことを特徴とする請求項３記載の迷惑メール判定方法。
【請求項５】
　必要な電子メールと、不要な迷惑メールとを判定する迷惑メール判定装置としてコンピ
ュータを機能させるための判定プログラムであって、
　コンピュータを、
　受信した電子メールを受信メールとして記憶する受信メール記憶部と、
　送信した電子メールの送信先アドレスを蓄積するアドレス蓄積部と、
　受信者が仕事上の初対面の人に手渡す名刺に記載された情報を示す名刺情報が許可情報
として設定された許可情報管理部と、
　前記受信メールの送信元アドレスが、前記アドレス蓄積部に蓄積された送信先アドレス
に含まれていないときに、前記名刺情報を要求する文言が本文中に記載された返信メール
を、前記送信元アドレスへ送信し、前記返信メールに対する応答メールに前記名刺情報が
含まれていれば、前記応答メールの送信元アドレスを前記アドレス蓄積部に許可アドレス
として蓄積すると共に、前記受信メールを必要な電子メールと判定し、前記応答メールに
、前記名刺情報が含まれていないときに不要な迷惑メールと判定する電子メール処理部と
して機能させることを特徴とする判定プログラム。
【請求項６】
　前記電子メール処理部は、前記受信メール記憶部に記憶された受信メールに対して前記
許可情報の有無の判定をする前に、前記受信メールの送信元アドレスが、前記アドレス蓄
積部に蓄積された送信先アドレスに含まれていれば、前記受信メールを前記必要な電子メ
ールとして判定することを特徴とする請求項５記載の判定プログラム。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の判定プログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記
録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信者にとって不要な迷惑メールと、必要な電子メールとを識別する技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　大量に送信されてくるスパムメールや、興味のないダイレクトメールなど受信者にとっ
て不要な迷惑メールは、受信してしまったら不要な迷惑メールと必要な電子メールとに選
別するのはとても煩雑な作業である。このような迷惑メールを識別して対処する装置が、
特許文献１～４に記載されている。
【０００３】
　特許文献１に記載のメール装置は、電子メールを着信したら、着信した電子メールの送
信アドレスが、受信者のアドレス帳またはメール一覧に記載されているか否かを判断して
、アドレス帳または過去の着信メール一覧に記載されていない場合には、着信拒否の設定
を受信者に指示する。そして受信者が着信拒否すると判断したら、メールサーバへその旨
を送信して、送信アドレスまたは、そのドメインでの電子メールの着信は停止するもので
ある。
【０００４】
　特許文献２に記載の通信情報転送判定装置は、電子メールを受信すると返信メールを送
信して、この返信メールに対する応答メールを待ち、電子メールがスパムメールであれば
応答メールは戻ってこないので、所定時間経過後に受信した電子メールを削除する。そし
て応答メールが戻ってくると、応答メールが機械的に返信されたものであれば、やはり電
子メールを削除するというものである。
【０００５】
　特許文献３に記載の電子メールシステムは、電子メール送受信を相互に行うユーザ同士
の認証に用いるパスコードを設定し、電子メール送受信時のパスコードを添付して、一致
した場合のみ、その電子メールの送受信を許容するものである。
【０００６】
　特許文献４に記載の電子メールシステムは、予め送信者がヘッダ情報のみの電子メール
を受信者へ送信し、受信者が表示されたヘッダ情報を見て問題がなければ送信の許可の情
報を入力することで、鍵情報が送信者へ向けて送信される。そして送信者は、この鍵情報
を本文のある電子メールに付加して送信する。受信者は、電子メールの本文に鍵情報が付
加されていることで、受信メールとして受信する。もし、電子メールの本文に鍵情報が付
加されていなければ破棄する。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１９６２１７号公報
【特許文献２】特開２００４－２２８８３２号公報
【特許文献３】特開２００４－１０２３５２号公報
【特許文献４】特開２００４－１５９０８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載のメール装置は、送信者アドレスがアドレス帳または過去の
着信メール一覧に記載されていない電子メールを着信する度に、受信者に着信拒否の設定
をするか否かが通知されるので操作が面倒である。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の通信情報転送判別装置は、応答メールとして送信者が返信メ
ールを手操作で応答したか否かを判別しているだけなので、手操作で応答したように迷惑
メールを見せかければ、必要な電子メールとの区別がつかない。
【００１０】
　また、特許文献３および特許文献４に記載の電子メールシステムは、必要な電子メール
と不要な迷惑メールとの識別に、パスコードや、鍵情報を用いているので、電子メールを
送受信する双方のコンピュータが、パスコードまたは鍵情報を添付して送信したり、受信
して認証したりする機能を備えておかなければならない。
【００１１】
　そこで本発明においては、必要な電子メールを送信する送信者側のコンピュータに特別
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な機能が不要であり、電子メールを受信した際に、受信者側として煩雑な操作が不要な迷
惑メール判定装置、および迷惑メール判定方法、並びに判定プログラム、記録媒体を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の迷惑メール判定装置は、必要な電子メールと、不要な迷惑メールとを判定する
迷惑メール判定装置において、受信した電子メールを受信メールとして記憶する受信メー
ル記憶部と、受信者の名刺情報が許可情報として設定された許可情報管理部と、前記受信
メールに、前記許可情報が含まれていないときに前記迷惑メールと判定する電子メール処
理部とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　送信者からの電子メールを受信して受信メール記憶部が受信メールとして記憶する。許
可情報管理部には、名刺情報が許可情報として設定されている。名刺情報は、受信者の名
刺に記載の情報なので、電子メールにこの名刺情報が含まれているということは、送信者
が受信者と一度面会をして名刺交換をしたということを意味している。従って、電子メー
ル処理部が、許可情報とした名刺情報と受信メールとを比較して、受信メールに許可情報
が電子メールに含まれているか否かを判定することで、許可情報が含まれていないときは
、一度も面識の無い送信者からの電子メールであるため、迷惑メールとして判定するので
、受信者を知らない送信者からの電子メールを判別することができる。
【００１４】
　ここで、名刺情報として、受信者の、名字または名前のいずれかまたは両方，会社名，
郵便番号，住所の一部または全部，電話番号の一部または全部，ファクシミリ番号の一部
または全部のいずれか一つ以上を含む情報とすることができる。これらの名刺情報は、理
解し難い数字や文字の羅列ではないため、送信者に理解しやすい情報である。また設定す
る受信者側でも認識しやすい。
【００１５】
　送信した電子メールの送信先アドレスを蓄積するアドレス蓄積部を備え、前記電子メー
ル処理部は、前記受信メールに対して前記許可情報の有無の判定をする前に、前記受信メ
ールの送信元アドレスが、前記アドレス蓄積部に蓄積された送信先アドレスに含まれてい
ないときに、前記許可情報を要求する旨の返信メールを、前記送信元アドレスへ送信し、
前記返信メールに対する応答メールに前記許可情報が含まれていれば、前記応答メールの
送信元アドレスを前記アドレス蓄積部に許可アドレスとして蓄積するとともに、前記受信
メールを前記必要な電子メールと判定するのが望ましい。
【００１６】
　電子メール処理部が、まず受信メールに対して許可情報の有無の判定をする前に、受信
メールの送信元アドレスが、アドレス蓄積部に蓄積された送信先アドレスに含まれている
か否かを判定する。そして含まれていないときに、許可情報を要求する旨の返信メールを
、送信元アドレスへ送信する。アドレス蓄積部には送信した電子メールの送信先アドレス
が蓄積されているので、このアドレス蓄積部に蓄積されているということは、受信者が過
去に一度でも送信したことがあることを意味する。従って、アドレス蓄積部に蓄積されて
いないということは、受信者が過去に一度も送信したことがないため、送信者を確認する
ために名刺情報である許可情報を要求する旨の返信メールを送信する。そして、この返信
メールに対する応答メールが応答され、応答メールに許可情報が含まれていれば、過去に
送信したことはない相手ではあるけれど、面識のある相手（送信者）であることが判定で
きる。従って、この送信者から送信された電子メールは必要な電子メールであると判定す
ることができる。
【００１７】
　前記電子メール処理部は、前記受信メール記憶部に記憶された受信メールに対して前記
許可情報の有無の判定をする前に、前記受信メールの送信元アドレスが、前記アドレス蓄
積部に蓄積された送信先アドレスに含まれていれば、前記受信メールを前記必要な電子メ
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ールとして判定するのが望ましい。
【００１８】
　アドレス蓄積部に蓄積された送信先アドレスに受信メールの送信元アドレスが蓄積され
ているということは、受信者が過去に一度でも送信した相手であることを意味しているの
で、その時点で受信メールを必要な電子メールと判定することができる。従って、許可情
報を要求する旨の通知を返信メールとして相手に送信して確認を取る手間を不要とするこ
とができる。
【００１９】
　また、本発明の迷惑メール判定方法は、受信者の名刺情報を許可情報として設定する設
定ステップと、送信者からの電子メールを受信して受信メールとして記憶する受信ステッ
プと、前記設定ステップで設定された許可情報が前記受信メールに含まれているか否かを
判定する判定ステップと、前記判定ステップで前記許可情報が含まれていないと判定され
たときに、迷惑メールと判定するステップとを含むことを特徴とする。
【００２０】
　設定ステップにて、受信者の名刺情報を許可情報として予め設定しておき、受信ステッ
プにて、送信者からの電子メールを受信して、受信メールとして記憶する。そして判定ス
テップにて、この受信メールに許可情報が含まれているか否かを判定し、含まれていない
と判定されると、この受信メールを削除する。名刺情報は、受信者の名刺に記載の情報な
ので、電子メールにこの名刺情報が含まれているということは、送信者が受信者と一度面
会をして名刺交換をしたということを意味している。従って、判定ステップにて、許可情
報とした名刺情報と受信メールとを比較して、受信メールに許可情報が含まれているか否
かを判定することで、一度も面識の無い送信者からの電子メールであるため、迷惑メール
として判定するので、受信者を知らない送信者からの電子メールを判別することができる
。
【００２１】
　また、本発明の判定プログラムは、必要な電子メールと、不要な迷惑メールとを判定す
る迷惑メール判定装置としてコンピュータを機能させるための判定プログラムであって、
コンピュータを、受信した電子メールを受信メールとして記憶する受信メール記憶部と、
受信者の名刺情報として許可情報が設定された許可情報管理部と、前記受信メールに、前
記許可情報が含まれていないときに前記迷惑メールと判定する電子メール処理部として機
能させることを特徴とする。
【００２２】
　この判定プログラムをコンピュータ上で動作させることで、このコンピュータを上記本
発明の迷惑メール判定装置と同様に機能させることができる。
【００２３】
　また、上記本発明の判定プログラムは、この判定プログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体によってコンピュータへ提供し、実行することが可能である。上記
判定プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を利用して、コンピュー
タへインストールすることで、上記迷惑メール判定装置と同様な効果を得ることができる
。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、以下の効果を奏する。
（１）受信した電子メールを受信メールとして記憶し、受信メールに名刺情報が含まれて
いないときに迷惑メールと判定するので、受信者を知らない送信者からの電子メールを判
別することができる。よって、受信者と名刺交換をしたことがある送信者は、名刺情報を
含むような電子メールを送信すればよいので、送信者側のコンピュータに特別な機能を備
える必要がない。
（２）送信した電子メールの送信先アドレスを蓄積し、受信メールに対して許可情報の有
無の判定をする前に、受信メールの送信元アドレスが、蓄積した送信先アドレスに含まれ
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ていないときに、許可情報を要求する旨の返信メールを送信元アドレスへ送信し、返信メ
ールに対する応答メールに許可情報が含まれていれば、応答メールの送信元アドレスを許
可アドレスとして蓄積するとともに、受信メールを必要な電子メールと判定することで、
過去に送信したことはない相手ではあるけれど、面識のある相手（送信者）であることが
判定できる。従って、初めて受信者に電子メールを送信する送信者でも、許可情報を要求
する旨の返信メールが送信されるので、この返信メールの内容に応じて応答メールを送信
することで、受信者と面識のある送信者であれば、必要な電子メールが迷惑メールと判定
されることが防止できる。よって、より確実に必要な電子メールと迷惑メールとの判定を
行うことができる。
（３）受信メールの送信元アドレスが、蓄積された送信先アドレスに含まれていれば、受
信メールを必要な電子メールとして判定することで、過去に一度でも送信したことのある
相手が送信者であれば、名刺情報を含む応答メールを送信する手間を取らせることがない
ので、送信者側の操作の負担が軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置を用いた電子メールシステムを説
明する図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置の構成を説明する図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図４】本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図５】本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置が送信する返信メールの一例を示
す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置が送信する返信メールの一例を示
す図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　コンピュータ
　２　インターネット
　３　メールサーバ
　４　コンピュータ
　５　メールサーバ
　１０　通信部
　１１　迷惑メール判定装置
　１２　メーラ部
　１３　記憶部
　１３ａ　受信メール記憶部
　１３ｂ　アドレス蓄積部
　１３ｃ　許可情報管理部
　１３ｄ　迷惑アドレス管理部
　１４　電子メール処理部
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置の構成について、図１および図２に基づ
いて説明する。図１は、本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置を用いた電子メー
ルシステムを説明する図である。図２は、本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置
の構成を説明する図である。
【００２８】
　図１に示すように迷惑メール判定装置は、コンピュータ１で動作するものである。コン
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ピュータ１は、電話回線、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network）、光ファ
イバなどの通信線を介してネットワークの一例であるインターネット２に接続されている
。図１ではインターネット２へ接続するためのモデムやルータ等のネットワーク接続装置
は、便宜上省略している。
【００２９】
　インターネット２では、コンピュータ１を操作する操作者のメールアカウントを有する
メールサーバ３と、コンピュータ１へ電子メールを送信したり、コンピュータ１からの電
子メールを受信するコンピュータ４と、コンピュータ４を操作する操作者のメールアカウ
ントを有するメールサーバ５が接続されている。また、コンピュータ１は電子メールを送
信するときには、メールサーバ３を介して送信し、同様にコンピュータ４はメールサーバ
５を介して送信するものとする。
【００３０】
　図２に示すように、コンピュータ１は、インターネット２との電子メールの送受信を行
う通信部１０と、受信した電子メールが必要な電子メールか不要な迷惑メールかを判定す
る迷惑メール判定装置１１と、メーラ部１２を備えている。
【００３１】
　通信部１０は、通信線を介してインターネット２へ接続するための通信手段である。通
信部１０は、電話回線を用いてダイアルアップで接続する場合にはモデムであり、ＡＤＳ
Ｌ（Asymmetric Digital Subscriber Line）で接続する場合には、外部に備えたモデムと
接続するＬＡＮ（Local Area Network）とすることができる。
【００３２】
　迷惑メール判定装置１１は、記憶部１３と、電子メール処理部１４とを備えている。記
憶部１３は、データの読み書き可能な記憶手段であり、揮発性メモリや、不揮発性メモリ
、ディスク装置などとすることができる。記憶部１３は、受信メール記憶部１３ａと、ア
ドレス蓄積部１３ｂと、許可情報管理部１３ｃと、迷惑アドレス管理部１３ｄとを備えて
いる。
【００３３】
　受信メール記憶部１３ａには、通信部１０を介して受信した電子メールが受信メールと
して記憶される。アドレス蓄積部１３ｂには、メーラ部１２から送信した電子メールの送
信先アドレスが送信メールアドレスとして蓄積される。また、アドレス蓄積部１３ｂには
、例えば、ＷＷＷ（World Wide Web）サイトのウェブページなどに、チケットや商品の申
し込みを行ったときの確認メールなどを誤って迷惑メールと判断しないように、予め確認
メールの送信元アドレス（またはドメイン名）が許可メールアドレスとして、予め設定さ
れ蓄積されている。許可情報管理部１３ｃには、コンピュータ１を操作する操作者の名刺
情報または個人情報が許可情報として設定されている。迷惑アドレス管理部１３ｄは、迷
惑メールであると判定された電子メールの送信元アドレスが迷惑メールアドレスとして蓄
積されている。ここで名刺情報および個人情報について詳細に説明する。
【００３４】
　名刺情報は、コンピュータ１を操作する操作者が、仕事上初対面の人に手渡す名刺に記
載の情報である。例えば名刺には、氏名，会社名，郵便番号，住所，電話番号，ファクシ
ミリ番号などが記載されている。
【００３５】
　名刺情報としては電子メール送信する送信者が、名刺を交換した者であることが判れば
よいので、会社名であれば、「株式会社ＡＢＣ」を「ＡＢＣ」としてもよいし、名前であ
れば、氏名、名字のみ、名前のみとしてもよい。電話番号またはファクシミリ番号では、
会社の全ての番号とするのが望ましいが、市外局番および市内局番を除いた４桁の電話番
号としても確認を取るに充分である。これらのうち一つを名刺情報とすることもできるが
、複数組み合わせたりしても、確認する上では精度が向上するので望ましい。しかし、多
くなればなるほど送信者の負担となるため適宜その数を決める必要がある。
【００３６】
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　同様に、個人情報は、受信者の、名字または名前のいずれかまたは両方，会社名，学校
名，郵便番号，住所の一部または全部，電話番号の一部または全部，ファクシミリ番号の
一部または全部，生年月日，ニックネーム（別名），ペンネーム（ラジオやテレビに投稿
する際に用いられる別名も含む），携帯ネーム（携帯電話の電子メールのやり取りで用い
られる別名），趣味のいずれか一つ以上を含む情報とすることができる。送信者と受信者
とが親しい関係では、これらの個人情報は、常識的に知っていたり、日常の会話の中で知
り得るものである。従って、これらの個人情報を知っているということは、親しい関係に
ある者であると判定することができる。
【００３７】
　電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールの送信元ア
ドレスが、迷惑アドレス管理部１３ｄに蓄積された迷惑メールアドレスに含まれていると
きに、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールを削除する機能を備えている。ま
た電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールの送信元ア
ドレスが、アドレス蓄積部１３ｂに蓄積された送信メールアドレスおよび許可メールアド
レスに含まれていないときに、許可情報を要求する旨の返信メールを、送信元アドレスへ
送信する機能を備えている。そして、返信メールに対する応答メールに許可情報が含まれ
ていれば、応答メールの送信元アドレスをアドレス蓄積部１３ｂに許可アドレスとして蓄
積するとともに、受信メールを必要な電子メールと判定する機能を備えている。
【００３８】
　また、電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールの送
信元アドレスが、アドレス蓄積部１３ｂに蓄積された送信メールアドレスに含まれていれ
ば、受信メールを必要な電子メールとして判定する機能を備えている。
【００３９】
　更に、電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された応答メールに、
許可情報が含まれていないときに迷惑メールと判定し、この迷惑メールである電子メール
の送信元アドレスを、迷惑アドレス管理部１３ｄに蓄積する機能を備えている。
【００４０】
　上記構成の迷惑メール判定装置１１は、上記各部としてコンピュータ１を機能させるた
めの判定プログラムの実行により実現される。判定プログラムは、コンピュータ１から読
み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスクや、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk
 Read Only Memory）や、メモリカードになどに格納され、コンピュータ１にインストー
ルすることで、コンピュータ１を迷惑メール判定装置１１として動作させることができる
。
【００４１】
　メーラ部１２は、コンピュータ１を操作する操作者が、送信する電子メールの作成を行
ったり、迷惑メールでないと判定された電子メールを閲覧したりする機能を備えている。
迷惑メール判定装置１１を備えていないコンピュータであれば、メーラ部１２は、通信部
１０を介してメールサーバ３へ電子メールの送信を行ったり、受信を行ったりする。この
メーラ部１２は、例えばマイクロソフト社製のＯｕｔｌｏｏｋ（登録商標）などが使用で
きる。
【００４２】
　以上のように構成される本発明の実施の形態に係る迷惑メール判定装置の動作について
、図３から図６に基づいて説明する。図３および図４は、本発明の実施の形態に係る迷惑
メール判定装置の動作を説明するフローチャートである。図５および図６は、本発明の実
施の形態に係る迷惑メール判定装置が送信する返信メールの一例を示す図である。なお、
図３および図４においては、電子メールを送信するコンピュータ４と、コンピュータ４が
送受信に使用するメールサーバ５とを送信側として図示している。また本実施の形態では
、コンピュータ４を操作する操作者を送信者とし、コンピュータ１を操作する操作者を受
信者として説明している。
【００４３】
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　予め迷惑メール判定装置１１の許可情報管理部１３ｃには、許可情報として名刺情報の
電話番号の市外局番と市内局番とを除いた下４桁の番号が設定されているものとする。ま
た、アドレス蓄積部１３ｂには、いままでにコンピュータ１を操作する操作者が、過去に
メーラ部１２を用いて電子メールを送信した際の送信先アドレスが送信メールアドレスと
して蓄積されているものとする。また、アドレス蓄積部１３ｂには許可メールアドレスが
予め設定されているものとする。
【００４４】
　図３に示すように、まずコンピュータ４から電子メールがメールサーバ５を介して送信
される（Ｓ１０）。送信された電子メールは、メールサーバ５に配送され、メールサーバ
５に確保された受信者のメールボックスに格納される（Ｓ２０）。
【００４５】
　コンピュータ１のメーラ部１２は、電子メールの受信要求をメールサーバ３へ送信する
。この受信要求は、メーラ部１２に設定された着信メールのチェック周期に応じて送信さ
れたり、操作者がメーラ部１２を手操作で送信されたりする。迷惑メール判定装置１１の
電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールがないという
条件で、メーラ部１２からの受信要求を迷惑メール判定装置１１を通過させて通信部１０
を介してメールサーバ３へ送信する。この受信要求は、例えばＰＯＰ（Post Office Prot
ocol）や、ＡＰＯＰ（Authenticated Post Office Protocol）や、ＩＭＡＰ（Internet M
essage Access Protocol）４などで行うことができるが、メールサーバ３と通信して電子
メール受信が可能であれば他のプロトコルで行ってもよい。 （Ｓ３０）。
【００４６】
　受信要求をメールサーバ３が受信すると、該当するメールボックスに格納された電子メ
ールをコンピュータ１へ送信する（Ｓ４０）。通信部１０を介して受信した電子メールは
、受信メール記憶部１３ａに受信メールとして記憶される（Ｓ５０）。
　電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールの送信元ア
ドレスが、迷惑アドレス管理部１３ｄに蓄積された迷惑メールアドレスに含まれているか
否かを判定する（Ｓ３００）。そして迷惑アドレス管理部１３ｄに蓄積された迷惑メール
アドレスに受信メールの送信元アドレスが含まれていれば、その受信メールを削除する（
Ｓ３１０）。この場合、迷惑メールは自動的に削除されるので、操作者は煩雑な操作をす
る必要がない。
【００４７】
　迷惑アドレス管理部１３ｄに蓄積された迷惑メールアドレスに受信メールの送信元アド
レスが含まれていなければ電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶され
た受信メールの送信元アドレスが、アドレス蓄積部１３ｂに蓄積された送信メールアドレ
スおよび許可メールアドレスに含まれているか否かを判定する。（Ｓ６０）。
【００４８】
　Ｓ６０にて、電子メール処理部１４が、受信メールの送信元アドレスが、アドレス蓄積
部１３ｂの送信メールアドレスに含まれていると判定した場合には、受信者が過去に一度
でも送信者宛に送信したことがあることを意味しているので、受信者と送信者とは、面識
がある、または親しい関係にあることが言える。またアドレス蓄積部１３ｂの許可メール
アドレスに含まれていると判定した場合には、特別に許可された電子メールであることを
意味している。従って送信メールアドレスに含まれているか、または許可メールアドレス
に含まれている許可アドレスが送信元の受信メールは、必要な電子メールと判定すること
ができるので、電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メー
ルを、Ｓ３０での受信要求に応答して渡す（Ｓ７０）。メーラ部１２は、電子メール処理
部１４から渡された電子メールを新着メールとして格納する（Ｓ８０）。
【００４９】
　Ｓ６０にて、電子メール処理部１４が、受信メールの送信元アドレスが、アドレス蓄積
部１３ｂの送信メールアドレスに含まれていないと判定した場合には、受信者が過去に一
度も送信者宛に送信したことがないことを意味している。そこで、送信者を確認するため
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に、受信メールの本文に許可情報管理部１３ｃの名刺情報または個人情報の許可情報が含
まれているか否かを判定する。なお電子メールは、ヘッダと、本文とで構成されているが
、送信者が容易に入力できるように、ヘッダの表題部分か、本文とするのが望ましい。本
実施の形態では、電子メール処理部１４が、受信メールの本文内に許可情報が記載されて
いるか否かを判定するものとする（Ｓ９０）。
【００５０】
　Ｓ９０にて、受信メールの本文に名刺情報または個人情報の許可情報が含まれていれば
、送信者は受信者と名刺交換などをして面識があるか、個人的に親しい関係にあるので、
電子メールは迷惑メールでないため、Ｓ７０へ移行し受信メールをメーラ部１２へ渡す。
【００５１】
　送信者は、受信者と名刺交換をして面識があったり、友人関係にあり親しい関係であっ
たりするけれど、電子メールの送信に関して受信者側のコンピュータ１で迷惑メール判定
装置１１が動作していることを知らない場合には、通常は電子メールの本文には許可情報
を記載しないものである。従って、Ｓ９０での判定は、「ＮＯ」となりＳ１００へ移行す
る。
【００５２】
　図４に示すように、Ｓ９０にて、受信メールの本文に許可情報が含まれていないと判定
された場合、電子メール処理部１４は、送信者を確認する意味で、許可情報を要求する旨
の返信メールを送信する。返信メールは、メールサーバ３へＳＭＴＰ（Simple Mail Tran
sfer Protocol）で送信することができるが、メールサーバ３へ返信メールなどの電子メ
ールが送信できれば、他のプロトコルを用いてもよい（Ｓ１００）。図５および図６に、
許可情報を要求する旨の返信メールの一例を示す。
【００５３】
　コンピュータ１が受信者の会社に設置される場合では、電子メールの相手としては仕事
上の関係者が多い。従って、図５に示すように、返信メールには許可情報である名刺に記
載の電話番号の下４桁の番号を要求する文言が記載されている。また、コンピュータ１が
受信者の自宅に設置される場合では、電子メールの相手として個人的な付き合いのある人
が多い。従って、図６に示すように、返信メールには、許可情報である受信者の氏名をカ
タカナで記載するよう要求する文言が記載されている。また図５および図６に示すように
、許可情報を要求する文言の他に、返信メールが機械的に返信されていることが記載され
ている。従って、受信者宛に何も知らずに初めて電子メールを送信した送信者には、迷惑
メールを防止するために、このような返信メールが機械的に返信されていることが理解で
きるので、送信者に不信感を抱かせることがない。
【００５４】
　これらの返信メールの内容は、許可情報管理部１３ｃの許可情報の設定内容に応じて、
適宜設定することができる。例えば、図６では、応答メールに受信者の氏名をカタカナで
記載するように要求しているが、ひらがなや漢字で記載するよう要求する返信メールとす
ることもできる。その際には、許可情報管理部１３ｃの許可情報を、返信メールがひらが
なで氏名を要求しているのであればひらがなで、返信メールが漢字で氏名を要求している
のであれば漢字で設定する必要がある。
【００５５】
　図４に戻って、Ｓ１００にて送信された返信メールは、メールサーバ３からメールサー
バ５へと中継され、コンピュータ４へ配送される（Ｓ１１０）。
【００５６】
　配送された返信メールが、図５に示す電子メールであれば、送信者は電話番号の下４桁
を要求する文言を読み、受信者と名刺交換した際の名刺を見て、応答メールを作成し送信
する（Ｓ１２０）。
【００５７】
　送信者は、返信メールの送信元アドレスなどから、この返信メールを送信した受信者を
認識できるので、多数所有する名刺の中から受信者の名刺を特定することが可能である。
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例えば、受信者が、無作為に抽出された相手であったり、機械的に送信先アドレスを作成
された相手であったりすれば、この返信メールからでは、相手（受信者）を特定すること
ができないので、名刺情報または個人情報を入力して応答メールを送信することができな
い。従って、名刺情報または個人情報を電子メールに要求することで、送信者を確認する
ことが可能である。
【００５８】
　送信された応答メールは、メールサーバ３に配送され、受信者のメールボックスに格納
される（Ｓ１３０）。Ｓ３０と同様に、メーラ部１２は、電子メールの受信要求をメール
サーバ３へ送信する（Ｓ１４０）。受信要求をメールサーバ３が受信すると、該当するメ
ールボックスに格納された応答メールをコンピュータ１へ送信する（Ｓ１５０）。受信し
た応答メールは、受信メール記憶部１３ａに受信メールとして記憶される（Ｓ１６０）。
【００５９】
　電子メール処理部１４は、受信メール記憶部１３ａに記憶された受信メールが応答メー
ルであると認識すると、この応答メールに許可情報管理部１３ｃの許可情報が含まれてい
るか否かを判定する。本実施の形態では、名刺情報の電話番号の市外局番と市内局番とを
除いた下４桁の番号としているので、受信メールにこの下４桁の番号が記載されているか
を判定する（Ｓ１７０）。
【００６０】
　Ｓ１７０にて、受信メールの本文に名刺情報または個人情報の許可情報が含まれていれ
ば、送信者は、受信者と名刺交換などをして面識があるか、個人的に親しい関係にあるの
で、電子メールは迷惑メールでないため、電子メール処理部１４は、この送信者のアドレ
スをアドレス蓄積部１３ｂに、許可アドレスとして蓄積するとともに、受信要求に応答し
てＳ５０で受信した受信メールを渡す（Ｓ１８０）。メーラ部１２は、電子メール処理部
１４から渡された電子メールを新着メールとして格納する（Ｓ１９０）。
【００６１】
　本文に許可情報を記載した応答メールは、受信者と面識がある送信者からのものなので
、この応答メールの送信元アドレスを許可アドレスとしてアドレス蓄積部１３ｂに蓄積す
ることで、今後は返信メールに応答したり、許可情報を記載したりする必要がなくなるの
で、送信者の負担を軽減することができる。
【００６２】
　Ｓ１７０にて、受信メールの本文に許可情報が含まれていないと判定された場合、電子
メール処理部１４は、Ｓ５０で受信した電子メールは迷惑メールと判断することができる
ので、この迷惑メールである電子メールの送信元アドレスを、迷惑アドレス管理部１３ｄ
に蓄積すると共に、Ｓ５０で受信した電子メールと、Ｓ１６０で受信した応答メールを受
信メール記憶部１３ａから削除する（Ｓ２００）。
【００６３】
　また、この迷惑アドレス管理部１３ｄに蓄積された迷惑メールの送信元アドレスのリス
トを、メールサーバ３へ送信してデータベース化することで、メールサーバ３にメールア
カウントを有する操作者と共通して、迷惑メールの判定に用いることも可能である。その
場合には、迷惑メール判定装置１１は、所定間隔ごとに、メールサーバ３をアクセスして
、迷惑メールのデータベースが更新されていれば、このデータベースをダウンロードして
迷惑アドレス蓄積部１３ｂの内容を更新すればよい。そうすることで、同じプロバイダに
所属する操作者と迷惑メールの送信元アドレスを共有することが可能である。
【００６４】
　更に、メールサーバ３は、他のプロバイダと取り決めをした特定のサーバに迷惑メール
のデータベースを送信して、複数のプロバイダが有する迷惑メールのデータベースを集約
することができる。複数のプロバイダが有する迷惑メールのデータベースを集約すること
で、迷惑メールの一掃に利用することが可能である。
【００６５】
　迷惑メールのデータベースを集約することで、参照するサーバとして１つのアドレスを
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メールサーバ３や、迷惑メール判定装置１１に設定すればよいので、容易に参照すること
が可能である。しかし、集約された迷惑メールのデータベースを有するサーバの負荷が増
大して、応答が遅くなることが懸念されるときには、迷惑メールのデータベースを複数の
サーバに分散させたり、各プロバイダが有するメールサーバに分散させることも可能であ
る。このように、多くの操作者が迷惑メールと判定した電子メールの送信元アドレスのデ
ータベースを構築することで、迷惑メールの抑止につなげることが可能である。
【００６６】
　このように、受信者と名刺交換をしたことがある送信者は、名刺情報を含むような電子
メールを送信すればよいし、受信者と親しい間柄の送信者は、個人情報を含むような電子
メールを送信すればよいので、送信者側のコンピュータ４に特別な機能を備える必要がな
い。また受信者側のコンピュータ１も、名刺情報または個人情報が含まれない電子メール
は削除されるので、煩雑な操作をする必要がない。
【００６７】
　以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は前記実施の形態に限定さ
れるものではない。本実施の形態では、迷惑メール判定装置１１と、メーラ部１２とを同
じ装置内としたが、迷惑メール判定装置を、メールサーバ３内に設けることも可能である
。また、メールサーバ３と、メーラ部１２との間に迷惑メール判定装置を別装置として介
在させることで、それぞれ別々の装置とすることも可能である。
【００６８】
　また、本実施の形態では、コンピュータに本発明の判定プログラムをインストールして
迷惑メール判定装置として機能させるようにしたが、電子メールの送受信機能を備えた携
帯電話でも本発明の判定プログラムをＲＯＭ（Read Only Memory）に書き込んだ状態で実
装することで、動作させることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の迷惑メール判定装置は、電子メールを受信した際に、受信者側として煩雑な操
作が不要なので、会社、学校、施設などで使用したり、自宅で使用したりすることが可能
である。
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